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平成23年度決算概要

　 平成２３年度は、小中学校の校舎改築や耐震化などを積極的に進めたことから、歳入で前年度比３．７％の増、歳出では３．９％の増となりました。

　一方で、健全な財政運営に努めたことにより、実質収支（歳入歳出差引額から翌年に繰越した事業の財源を控除）が１８億９，３５６万円、

前年度比４．３％の増となりました。

　景気低迷による厳しい財政状況の中でも、主要な財政指標は良い水準を保っています。
　 新発田市の平成２３年度の財政状況は、前年度に比べて、財政力指数が０．０２ポイント低下、経常収支比率については３．２ポイント増加

したものの、財政の健全化判断比率は、いずれの指標も警戒ラインを大きく下回っています。

一般会計
歳入総額　４５９億０，３１７万円（前年度比　３．７％増）
歳出総額　４３６億２，６６８万円（前年度比　３．９％増）
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　　※（）内の数値は、対前年度比

特別会計
歳出総額　２３５億４，２４６万円（対前年度比３．８％減）
○特別会計とは、市が特定の事業を行う場合、その事業で得られる収入を財源として支出するために、一般会計と
は別に経理する会計のことです。

水道事業会計
支出総額　３１億３，３２８万円（対前年度比１１．２％減）
○水道事業会計とは、上水道の施設維持管理経費及び施設整備経費の収支を扱う会計です。

藤塚浜財産区
　１，０１９万円（１３．１％）
　
　　　　　　　　藤塚浜財産区所有地
　　　　　　　　の維持管理経費

コミュニティバス事業
　７，１１７万円（△１．３％）
　　　　　　　　コミュニティバス運行及
　　　　　　　　び市街地循環バス実証
　　　　　　　　運行経費

下水道事業
　３８億３，３３９万円（△１３．７％）
　　　　　　　　公共下水道施設の維
　　　　　　　　持管理経費及び施設
　　　　　　　　整備経費

宅地造成事業
　７５６万円（△３４．３％）
　　　　　　　　宅地として整備した用
　　　　　　　　地の売却費及び維持
　　　　　　　　管理経費

西部工業団地造成事業
　１億４，６８４万円（△１６．０％）
　　　　　　　 佐々木地区に工業団地
　　　　　　　　として整備した用地の売
　　　　　　　　却費及び維持管理経費

農業集落排水事業
　６億４，８０５万円（△４９．６％）
　　　　　　　　農業集落排水施設の
　　　　　　　　維持管理経費及び施
　　　　　　　　設整備経費

老人保健
　０万円（皆減）
　　　　　　　　老人医療サービスにか
　　　　　　　　かった経費（平成22年度
　　　　　　　　で会計廃止）

介護保険事業
　７６億０，６０１万円（４．９％）
　　　　　　　　介護予防サービスや福
　　　　　　　　祉用具購入費助成事
　　　　　　　　業にかかった経費

後期高齢者医療
　８億７，２１１万円（２．７％）
　　　　　　　　高齢者の医療の確保の
　　　　　　　　法律に基づく医療サー
　　　　　　　　ビスなどにかかった経費

簡易水道事業
　３億２，９７３万円（２４．１％）
　　　　　　　　上水道未普及地域の簡
　　　　　　　　易水道施設の維持管理
　　　　　　　　経費及び施設整備経費

国民健康保険事業（施設勘定）
　６，２８５万円（３．７％）
　
　　　　　　　　国保紫雲寺診療所の
　　　　　　　　維持管理経費

国民健康保険事業（事業勘定）
　９８億４，５３０万円（△１．４％）
　　　　　　　　国民健康保険法に基
　　　　　　　　づく医療サービスなど
　　　　　　　　にかかった経費

土地取得事業
　１億０，９２８万円（１８２．８％）
　　　　　　　　街路事業など、小規模
　　　　　　　　な用地の先行取得にか
　　　　　　　　かった経費
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比率
当市の
比　率

早期健全
化比率

財政再生
基準

実質赤字比率 － 12.04% 20.0%

連結実質赤字
比率

－ 17.04% 30.0%

実質公債費比
率

11.8%
(11.8%)

25.0% 35.0%

将来負担比率
65.7%
(59.5%)

350.0% －

資金不足比率 －

（　）内の数値は、平成22年度数値

健全化判断比率等

比率の内容

経営健全化基準
20.0％

一般会計等を対象とした実質
赤字の標準財政規模に対する
比率

全会計を対象とした、実質赤字
の標準財政規模に対する比率

一般会計等が負担する元利償
還金及び準元利償還金の標準
財政規模に対する比率
一般会計等が将来負担すべき
実質的な負債の標準財政規模
に対する比率

公営企業会計ごとの資金の不
足額の事業規模に対する比率

財政指標 財政の健全性を判断する比率は、いずれも基準内の範囲に入っています。

　　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」は、
４つの健全化判断比率と、公営企業の資金不足比率
を議会に報告し、公表することを義務付けています。
　将来負担比率は、前年度に比べて上昇したものの、
いずれの比率も基準内であり、良好な状況にあるとい
えます。

財政力指数

経常収支比率
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